
 

 

 

 

 

今から約三年前、某大手英会話学校が倒産しました。この倒産の数ヶ月前、この英会話教

室に、ある最高裁判決が下されました。この最高裁判決は、圧倒的多数の法律家の支持を得

ています。 

しかし、この最高裁判決は果たして本当に正しいものなのでしょうか。この最高裁判決は、

我々消費者に甚大な被害をもたらした不当判決である可能性があります。なぜ、多くの法律家

が支持する判決が不当なのか、この判決の問題点を浮かび上がらせてみましょう。 

 

 

 

  
関西大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得。刑事訴訟法・

刑事学専攻、研究テーマは公訴時効制度。本学法学部助教授、同教

授を経て法学部長に就任。 

神戸大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得。民法専攻、研

究テーマは契約法。

 

日時：2010 年 9 月 25 日（土）11 時 30 分より 

会場：姫路獨協大学講義棟 201C 
お問い合わせ先：姫路獨協大学大学院課 Tel 079-223-9159 

                  Fax 079-223-6624 

Email mkosaka@himeji-du.ac.jp 
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